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○
経
済
産
業
省
令
第

号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
中
小

企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行

令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則

及
び
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
公
害
防
止
に
要
す
る
費
用
）

（
公
害
防
止
に
要
す
る
費
用
）
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第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
略
］

一

［
略
］

一

［
略
］

二

工
場
又
は
事
業
場
の
公
害
防
止
の
た
め
に
す

二

工
場
又
は
事
業
場
の
公
害
防
止
の
た
め
に
す

る
移
転
の
費
用

る
移
転
の
費
用

大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
騒
音
そ
の
他
の

大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
騒
音
そ
の
他
の

公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地

住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、

準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
又

準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
又

は
準
工
業
地
域
か
ら
次
に
掲
げ
る
地
域
に
移
転

は
準
工
業
地
域
か
ら
次
に
掲
げ
る
地
域
に
移
転

す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
で
土
地
、
建
物
、
機

す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
で
土
地
、
建
物
、
機

械
設
備
そ
の
他
の
施
設
の
取
得
に
要
す
る
も
の

械
設
備
そ
の
他
の
施
設
の
取
得
に
要
す
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
略
］



- 3 -

ロ

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

ロ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

規
定
す
る
過
疎
地
域

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
組
合
員
の
数
等
）

（
組
合
員
の
数
等
）

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

３

施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
数
は
、
二
十
人
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

め
る
数
は
、
二
十
人
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

特
別
の
理
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

特
別
の
理
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
）
と
す
る
。

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
）
と
す
る
。

特
別
の
理
由

組

合

員

又

は

特
別
の
理
由

組

合

員

又

は

所
属
員
数

所
属
員
数

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

三

当
該
団
地
が
次
の
い
ず
れ
か

十
人

三

当
該
団
地
が
次
の
い
ず
れ
か

十
人

の
区
域
又
は
地
域
に
設
置
さ
れ

の
区
域
又
は
地
域
に
設
置
さ
れ

る
場
合

る
場
合
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イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展

ロ

過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措

の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置

置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十

法
（
令
和
三
年
法
律
第

五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
掲

号
）
第
二
条
第
一
項
に
掲

げ
る
過
疎
地
域

げ
る
過
疎
地
域

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

４
～
６

［
略
］

４
～
６

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年

月
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日
）
か
ら
施
行
す
る
。


